
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分の戸籍謄本や住民票の写し などの 

証明書の交付の事実を知る こ と で，  

●不正取得の早期発見ができ る !  

●不正取得の抑止になる !  

登録 

１  登録でき る 方 
 ・  京都市に住民票がある 方 
 ・  京都市に戸籍がある 方 
 ※ 除かれた方を含みま す 
 
２  登録受付場所 
 ・ 住民票の写し  

→住所地の区役所・ 支所の市民窓口課 
又は出張所 

・ 戸籍謄本等・ 戸籍の附票 
→本籍地を管轄する 区役所・ 支所の 

市民窓口課又は出張所 
 
３  必要書類 
 ・ 事前登録申請書 
 ・ 申請者の本人確認書類 
 ・（ 代理人の場合）  

代理権限を明ら かにする 書類 

制度を利用する には，  

事前の登録が必要です。  

通知 第三者に証明書を交付し た場合に 

交付し た事実をお知ら せし ま す。  

① 請求 

② 証明書を交付 

③ 通知 
代理人や第三者か ら 証明

書の交付請求があ っ た 場

合に， 登録さ れた方に交付

の可否を確認し たり ， 交付

がで き な いよ う にする 制

度ではあり ま せん。  

注 意 

本人通知制度と は， 住民票や戸籍謄本など を 本人以外の第三者に交付し た場合

に， 事前に登録し た人に対し て， 交付し た事実を郵送でお知ら せする 制度です。
京都市では， 住民票など の不正取得の防止を 図る こ と など を 目的と し て， こ の制

度を 実施し ていま す。 詳し く は右の２ 次元コ ード から ホームページを ご覧いただ

く か， 各区・ 支所市民窓口課， 出張所へお問い合せく ださ い。  

第 三 者 

本 人 

京都市文化市民局地域自治推進室市民窓口企画担当 

075ʷ 222ʷ 3085 
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詳し く は， ホームページを ご覧いただく か，  

各区・ 支所市民窓口課， 出張所へお問い合せく ださ い。  

本人通知制度と は， 住民票や戸籍謄本など を本人以外の第三者に交付し た場合に，

事前に登録し た人に対し て， 交付し た事実を 郵送でお知ら せする 制度です。  

京都市では， 住民票など の不正取得の防止を 図る こ と など を 目的と し て， こ の制度

を 実施し ていま す。  

登録 通知 

 

自分の戸籍謄本や住民票の写し などの 

証明書の交付の事実を知る こ と で，  

●不正取得の早期発見ができ る !  

●不正取得の抑止になる !  

１  登録でき る 方 
 ・  京都市に住民票がある 方 
 ・  京都市に戸籍がある 方 
 ※ 除かれた方を含みま す 
 
２  登録受付場所 
 ・ 住民票の写し  

→住所地の区役所・ 支所の市民窓口課 
又は出張所 

・ 戸籍謄本等・ 戸籍の附票 
→本籍地を管轄する 区役所・ 支所の 

市民窓口課又は出張所 
 
３  必要書類 
 ・ 事前登録申請書 
 ・ 申請者の本人確認書類 
 ・（ 代理人の場合）  

代理権限を明ら かにする 書類 

制度を利用する には，  

事前の登録が必要です。  

第三者に証明書を交付し た場合に 

交付し た事実をお知ら せし ま す。  

① 請求 

② 証明書を交付 

③ 通知 
代理人や第三者から 証明書

の 交付請求が あ っ た 場合

に， 登録さ れた方に交付の

可否を 確認し たり ， 交付が

でき ないよ う にする 制度で

はあり ま せん。  

注 意 

静止画２

参考画像


